
★ポスター、プログラム、当日の講演の写真（HP掲載版など）　等

★開催通知、出席者名簿、議事録　等

★実施要項、報告書類、指導風景写真　等

20.42%
10.21%
3.063%

非居住者への謝金支払

○謝金に関連する源泉徴収の対象となる所得は以下のとおりです。

報酬・料金（204条）

給与所得（月額表乙欄で金額が88,000円未満）

【参考：主な所得税率】 合計税率（所得税率×102.1％）

謝金支給フロー 

!!所得税について!! 

経理責任者へ謝金の支
給依頼 
（謝金・賃金システム
への入力） 

予算責任者による業務
実施確認 
（実施確認に必要な書
類例は以下の★参照） 

謝金支給対象業務の計
画、予算責任者の承認 

謝金支給対象業務の依
頼、業務の実施 
 

★講演の場合 

★会議・委員会の場合 

講演等謝金 
技術的指導等謝金 
専門的知識の提供 

各種委員会学外委員 

チューター謝金等 
 

報酬・料金（雑所得のうち所得税法第204条が適用されるもの） 
定められた税率で所得税額を控除します。併せて旅費支給する場合、謝金額に旅費相当額
を含めて源泉徴収します。ただし、現物支給された分（航空・JRチケット等）については
源泉徴収は不要です。 
※謝金を支給せず招へい旅費のみ支給する場合でも、招へい内容が上記204条に該当する
と旅費から税控除する場合がありますのでご注意ください。 

非居住者※1 「給与所得」「報酬・料金」に関わらず、日本国内で稼得した「国内源泉所得」源泉徴収
の対象。※海外から研究者を招へいし講演謝金を支払う場合などが該当します。 
所得税法第213条で定められた税率で所得税額を控除します。ただし、租税条約の適用を
受ける場合は、所得税の軽減または免税を受けられることがあります。 

★指導・専門的知識の提供の場合 

※給与所得に含まれないものや、雑所得のうち所得税法204条（報
酬・料金）の適用を受けない所得は、所得税の源泉徴収は不要です。 

対象：被験者謝金、調査協力謝金、筆耕、献体 等 

！要注意！ 
謝金を立替払いするこ
とは相当の事情がない
限り認められません。
業務計画立案後、支給
についての相談は早め
に担当事務に連絡くだ
さい。 



租税条約とは・・・ 
 日本（源泉地国）と居住国（納税国。国籍とは別の場合もある）の両方からの二重課税回避のため締結されている条約。 
 海外からの招聘者（非居住者※1）に謝金等支払う場合、源泉徴収が必要ですが、居住国と日本との間で租税条約が締結されている
場合、対象者本人の希望があれば租税条約適用の手続きを行うことで、日本において源泉徴収される所得税を軽減または免除となる場
合があります。 
 ※1）非居住者とは・・・国内に住所を有しない個人または現在まで引き続き１年以上住所を有しない個人 

租税条約締結国一覧：財務省HPより引用 

（平成２８年１０月１日現在） 
 

注1）税務行政執行共助条約が多数国間条約であること、旧ソ連・旧チェコスロバキアとの条約が複数国へ承継されていることから、条約等の数
と国・地域数が一致しない。 
注2）条約等の数、国・地域数の内訳は以下のとおり。 
・二重課税の回避、脱税および租税回避等への対応を主たる内容とする条約（いわゆる租税条約）：54本、65か国・地域 
・租税に関する情報交換を主たる内容とする条約（いわゆる情報交換協定）：10本、10か国・地域（図中、（※）で表示） 
・税務行政執行共助条約（締約国は我が国を除いて全64か国（図中、国名に下線）、うち我が国と二国間条約を締結していない国は24か国） 
・日台民間租税取決め：１本１地域 
注3）台湾については、公益財団法人交流協会（日本側）と亜東関係協会（台湾側）との間の民間取り決め及びその内容を日本国内で実施するた
めの法令によって、全体として租税条約に相当する枠組みを構築。 


